
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１３日にお知らせした新型コロナウイルス感染症予防対策調査及び認証制度

について、制度の内容が決まりましたのでお知らせします。 

 

◎目的 

  ・事業者の感染症予防対策の促進 

  ・県民が安心して施設を利用できる環境の整備 

  

◎対象 

  遊興施設、運動施設、遊技施設、商業施設、 

宿泊施設、飲食店等 

  

◎方法 

県が各施設の「業種ごとの感染拡大予防ガイドライ

ン」の遵守状況について調査のうえ、認証した施設に 

認証マークを交付。 

  

◎実施 

   準備が整い次第開始 

  

◎認証制度の問い合わせ窓口 

   担当部局 危機管理局防災企画課 

連絡先  ０７３－４４１－２２７１ 

受付時間 9時から 17時 45分（平日） 
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